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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人公立鳥取環境大学会計規則（以下「会計規則」という。）

第３５条の規定に基づき、公立大学法人公立鳥取環境大学（以下「法人」という。)の固

定資産の取得、管理、処分及び会計処理に関し必要な事項を定めることにより、固定資産

の適正かつ効率的で良好な運用を図ることを目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 この規程における固定資産の範囲は、会計規則第３４条に規定する固定資産のう

ち、有形固定資産及び無形固定資産とする。 

２ 固定資産に係る事項については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところに

よる。 

（定義） 

第３条 会計規則第３４条第１号に規定する固定資産は、次の各号に掲げるものをいう。 

（１）有形固定資産 

ア 建物及び附属設備、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品及びそ

の他これらに準ずるものであって、取得価額５０万円以上かつ耐用年数が１年以上

のもの 

イ 土地、図書、美術品・収蔵品、建設仮勘定及びその他これらに準ずるもの 

（２）無形固定資産 

ア 特許権、特許権仮勘定、借地権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、漁業権、

ソフトウェア（当該ソフトウェアの利用により将来の収益獲得又は費用の削減が確実

であると認められるものに限る。）及びその他これらに準ずるものであって、取得価

額５０万円以上かつ耐用年数が１年以上のもの 



イ 借地権、地上権その他これらに準ずるもの 

２ 会計規則第３４条第３号に規定する物品等は、前項に規定する固定資産に該当しない

ものであって、取得価額が１０万円以上かつ耐用年数が１年以上のものをいう。ただし、

１０万円未満であっても、取得価額が 1 万円以上で、パソコン、タブレット型コンピュ

ータ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、テレビ、録画機器で、耐用年数が１年以上のも

のは物品等として扱う。 

３ 前項に掲げるものは、特に定めがある場合を除き、管理物品として管理台帳を設ける

等固定資産に準じた取扱いとする。 

（管理義務） 

第４条 固定資産を管理又は使用する者は、善良な管理者の注意をもってこれを管理し又

は使用しなければならない。 

（財産管理補助者） 

第５条 理事長は、固定資産を適正かつ効率的に管理するとともに常に良好な状態を確保

するため、別表第１により財産管理補助者を置く。 

２ 財産管理補助者は、経理責任者の事務のうち次に掲げる事務を行うものとする。 

（１）固定資産を使用する者の管理監督に関すること。 

（２）固定資産の火災、盗難、滅失及びき損等の事故防止に関すること。 

（３）固定資産の現物確認の実施及び報告に関すること。 

（４）前各号に掲げるもののほか、経理責任者が固定資産を良好な状態に保つため必要と

認めること。 

（資産管理台帳の整備等） 

第６条 経理責任者は、次の各号に基づき資産管理台帳等を整備するものとする。 

（１）資産管理台帳は、別表２の資産区分及び資産管理番号により分類整理する。 

（２）資産管理台帳は、取得、移管及び除却等を明確にするため、随時補正、整理しなけ

ればならない。 

（３）固定資産の保全管理のため、必要に応じて、資産管理ラベルを発行し、又は当該固

定資産に係る図面、写真等を整備するものとする。 

第２章 取得 

 (取得の措置) 

第７条 経理責任者は、固定資産を取得したときは、当該固定資産を固定資産台帳に登録

するものとする。 

２ 経理責任者は、登記又は登録を要する固定資産を取得したときは、関係法令に定める

ところにより、遅滞なく必要な手続をとらなければならない。 

（固定資産の取得価額） 

第８条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる額とする。 

（１）有形固定資産 取得原価に当該資産の取得に要した費用を加えた額 



（２）交換により取得した資産 交換により法人が提供した資産の帳簿価格 

（３）寄附その他の方法により取得した資産 公正な評価額 

（４）鳥取県、鳥取市から現物出資として受け入れた固定資産については、地方独立行政

法人法(平成１５年法律第１１８号。以下「法」という。)第６条の規定に基づき、鳥取

県、鳥取市が決定した価額を取得価額とする。 

（交換） 

第９条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長の承認を得て固定

資産を交換することができる。 

（１）交換によらなければ取得できない固定資産を取得するとき。 

（２）交換により取得することが他の方法に比べ著しく有利であるとき。 

（３）その他理事長が特に必要と認めるとき。 

（寄附） 

第１０条 寄附により固定資産を受け入れる場合の取扱いは、別に定める。 

（借受） 

第１１条 固定資産を借り受ける場合の取扱いは、別に定める。 

第３章  管理 

（修繕） 

第１２条 財産管理補助者は、固定資産に修繕又は改造(以下「修繕等」という。)が必要

と認めるときは、経理責任者に報告しなければならない。 

（移管） 

第１３条 固定資産を移管する場合は、所定の様式により次の事項を申請し、経理責任者

の承認を得なければならない。 

（１）異動事由 

（２）取得財源 

（３）資産の種別 

（４）資産番号 

（５）品名／メーカー／規格 

（６）設置場所 

（７）異動年月日 

（８）取得価額 

２ 経理責任者は、前項の承認をした場合は遅滞なく資産管理台帳を修正しなければなら

ない。 

（貸付） 

第１４条 固定資産を貸し付ける場合の取扱いは、別に定める。 

 （損害保険） 

第１５条 理事長は、必要と認める固定資産に損害保険を付保することができる。 



（固定資産の現物確認） 

第１６条 財産管理補助者は、毎年度１回定期的に固定資産の現物と資産管理台帳を照合

しなければならない。 

２ 財産管理補助者は、前項の照合の結果、固定資産に差異又は損耗等を認めたときは、

遅滞なく経理責任者に報告するとともに、その内容を資産管理台帳に反映させるものとす

る。 

（報告） 

第１７条 経理責任者は、前条第１項の現物確認の結果、固定資産の重大な差異又は損耗

等を認めたときは、理事長に報告しなければならない。 

第４章 処分 

（無償譲渡） 

第１８条 固定資産の無償譲渡を行う場合の取扱いは、別に定める。 

（除却又は売却） 

第１９条 固定資産の除却又は売却に係る取扱いについては、別に定める。 

２ 理事長は、法第４４条に定める重要な財産を譲渡し又は担保に供しようとするときは、

経営審議会の議を経て、決定しなければならない。 

（滅失又はき損） 

第２０条 固定資産を使用する者等は、固定資産が滅失又はき損している事実を確認した

ときは、遅滞なく財産管理補助者を通じて経理責任者に報告しなければならない。 

２ 経理責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに状況を調査し、必要な措置を講

じるものとする。 

３ 経理責任者は、前項の調査の結果、固定資産の重要な滅失又はき損を認めた場合は、

理事長に報告しなければならない。 

（処分の措置） 

第２１条 経理責任者は、固定資産の登記又は登録内容の変更を要する事実が生じたると

きは、関係法令等に定めるところにより、速やかに必要な手続をとるものとする。 

第５章  会計処理 

（固定資産の減価償却） 

第２２条 減価償却を行う固定資産（以下「償却資産」という。）の減価償却は、定額法

により行うものとする。 

２ 償却資産の耐用年数等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵

省令第１５号）に定める基準を勘案して定める。ただし、受託研究等により特定の研究及

び事業の目的のために取得した償却資産の耐用年数等は、当該研究及び事業終了までの期

間とする。 

３ 減価償却は、当該償却資産の使用を開始した日の属する月をもって開始する。 

４ 償却資産のうち有形固定資産の残存価額は、備忘価額１０円とする。 



５ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、予見することのできなかった技術の進歩その

他の外的理由により償却資産の価値が著しく減価したときは、臨時に減価償却を行うもの

とする。 

（固定資産の減損処理） 

第２３条 固定資産は、法令等の定めるところにより、減損に関する処理を行うものとし、

その取扱いについては、別に定める。 

（資本的支出と修繕費） 

第２４条 固定資産を補修又は改良することによりその使用可能期間を延長し、又はその

価値を増加させる支出は、資本的支出として当該固定資産の取得原価に算入する。 

２ 固定資産の原状を維持し、原能力を回復するに要した支出は、修繕費として処理する。 

３ 前２項の適用については、法人税法（昭和４０年法律第３４号）の定めに準拠するも

のとする。 

第６章 雑則 

（委任） 

第２５条 この規程に定めるもののほか、固定資産の管理に関し必要な事項は、理事長が

別に定める。 

 

附 則  

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年規程第３２号） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 附 則（平成２９年規程第１３号） 

 この規程は、平成２９年３月１日から施行する。 

附 則（令和４年規程第２１号） 

 この規程は、令和４年８月１日から施行する。 

   附 則（令和８年規程第１６号） 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第５条関係） 

固定資産管理単位  財産管理補助者  

環境学部 環境学部長  

経営学部  経営学部長 

環境情報学部  環境情報学部長  

情報メディアセンター 情報メディアセンター長 

人間形成教育センター 人間形成教育センター長  

サスティナビリティ研究所  サスティナビリティ研究所長  

地域イノベーション研究センター  地域イノベーション研究センター長 

事務局 事務局長  

上記のものに属さないもの  事務局長 

 

別表２（第６条関係）  

固定資産の区分  

大区分 小区分 

有形固定資産  土地  

   建物及び附属設備  

   構築物  

   機械装置  

   船舶  

   車両運搬具  

   工具器具備品  

   図書  

   美術品・収蔵品  

   建設仮勘定  

   その他の有形固定資産  

無形固定資産  特許権  

   特許権仮勘定 

借地権  

   商標権  

   実用新案権  

   意匠権  

   鉱業権  

   漁業権  



   ソフトウェア  

   その他の無形固定資産  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


